
 本庄市長定例記者会見（令和７年１月 28 日）            資料№１ 

 

 こども・子育て施策の充実について  

 

本庄市では、こどもの育ちと幸福を社会で支える「こどもまんなか」のまち本庄の実

現に向け、令和７年度からの新規拡充事業を含む各施策に取り組み、さらなる子育て支援

の充実を図ります。また、本庄市社会福祉協議会と協力し、希望する独身男女に出会いの

機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 事業展開イメージ １部 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 企画財政部 企画課政策係 担当：矢本 

                       電話：０４９５（２５）１１５７ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：飯塚 

                      電話：０４９５（２５）１１５５ 

○相談体制の充実 

妊娠・出産期から子育て期におけるさまざまな不安や悩みの相談窓口とし

て、令和６年４月から、こども家庭センターを設置しています。母子保健・

児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から子育てに

困難を抱える家庭まで、相談体制の拡充や関係機関との連携体制の強化によ

り、切れ目なく、漏れなく対応するための事業を展開しています。 

また、本庄市社会福祉協議会と協力し、結婚を希望する独身男女に出会い

の機会を提供します。 

○子育て環境の整備 

就労する保護者の増加に伴い、放課後のこどもたちの居場所に対するニー

ズが高まっています。こどもたちが放課後を安全・安心に過ごすことができ

る場所のひとつとして、公立学童保育室を学校敷地内へ段階的に移設します。  

○健やかな成長の支援 

    こどもやその保護者、家庭を取り巻く環境はそれぞれであり、必要な方へ

必要な支援をすることが求められています。困難を有するこども・若者やそ

の家族の支援、次世代の成長を支える担い手の養成など、次世代の健やかな

成長を支援します。 

○経済支援 

    児童手当や子ども医療費のほか、こどもを産み育てたい方の後押しとなる

支援策の１つとして、２人以上のお子さんを育てている方に対し、保育料無

償化の拡充及び学校給食費補助事業を実施します。 



別紙 事業展開イメージ 

令和７年度は、総合振興計画後期基本計画に基づく優先的・重点的に「支えあいとチャレンジ」の精神をもって取り組む施策
の一つとして、安心して出産・子育てできる取組や教育支援の充実を図り、次代を担う人材が育つまちを目指す「将来を担う人づ
くり」を展開していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 相談体制の充実 02 

03 04 

子育て環境の整備 

健やかな成長の支援 経済支援 

＜ 相談場所 ＞ 
  こども家庭センター 
  家庭児童相談室 
  発達教育支援センター  など 

  公立学童保育室の 
学校敷地内移設 

  中学校体育館空調設備整備 
  公園の整備 
  学ぼう舎

や
の開催  など 

  子どもの学習・生活支援事業 
  ヤングケアラー支援 
  児童虐待防止対策 など 

  子育て支援金 
  子ども医療費 
  就学援助制度 
  保育料無償化 
  学校給食費補助 など 

新規 

新規 

  低所得妊婦初回産科検査費助成 新規 

新規 

拡充 

新規 

★SAITAMA 出会いサポートセンター推進事業 
 （本庄市社会福祉協議会） 

協働 
事業 

  葉酸サプリメントの無料配布 新規 



子育て支援策（学年別） 

本庄市では、妊娠前から子育てまで、ご家族と一緒にこどもの成長を見守っています。 

対象 妊娠前 妊産婦 乳児
学年 0歳児 1 2 3 4 5 1年生 2 3 4 5 6 1年生 2 3 1年生 2 3

子育て
サポート

各種サポート・相談

不妊治療助成

健診

未熟児養育医療費

子ども医療費

出産育児一時金

出産・子育て応援ギフト、子育て支援金

児童手当

保育料無償化 学校給食費補助

児童センター・子育て支援センター

学童保育

学ぼう舎

放課後デイサービス

助成
手当

居場所
づくり
(遊び場
交流の

場)

保育園・幼稚園等 小学校 中学校 高等学校

医療

や 


